
議案第３０号 
 
 
    令和５年度  岡垣町下水道事業会計予算 
 
 
 （総則） 
第１条 令和５年度岡垣町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 水洗化戸数             １２，９６０戸 
（２） 年間総処理水量        ２，７８７，０００㎥ 
（３） 一日平均処理水量           ７，６３５㎥ 
（４） 主要な建設改良事業 

        下水道事業費       １３７，４５１千円 
 （収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収       入 
第１款 下水道事業収益         ９０３，６５１千円 

第１項 営業収益                   ５０７，５８９千円 
第２項 営業外収益           ３９６，０６１千円 
第３項 特別利益                 １千円 

支       出 
第１款 下水道事業費用         ８９０，２５４千円 

第１項 営業費用           ８０６，０１９千円 
第２項 営業外費用            ８３，２３４千円 
第３項 特別損失                 １千円 
第４項 予備費              １，０００千円 
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 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 （資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２６２，２０５千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額７，７４７千円、当年度分損益勘定留保資金２０７，５０５千円、建設改良積立金２３，４７７千円、減債積立金２３，

４７６千円で補てんするものとする。） 
収       入 

第１款 資本的収入           ２７６，４７４千円 
第１項 企業債             ２００，９６０千円 
第２項 他会計補助金               １千円 

  第３項 国庫補助金           ４９，７７５千円   
第４項 県費補助金                １千円 
第５項 負担金              ２，４６５千円 
第６項 その他資本的収入             １千円 
第７項 他会計負担金          ２３，２７１千円 

支       出 
第１款 資本的支出           ５３８，６７９千円 

第１項 建設改良費          １３７，４５１千円 
第２項 企業債償還金         ４０１，２２８千円 

 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道

事業 
80,960 千円 証書借入 

4.5％以内（但し、利率見直し方式で借り

入れる資金について、利率の見直しを行

った後においては、当該見直し後の利率） 

借入先の融資条件による。但し、企業

財政その他の都合により繰上償還又

は、低利に借り換えることができる。 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

資本費 
平準化債 

120,000 千円 証書借入 

4.5％以内（但し、利率見直し方式で借り

入れる資金について、利率の見直しを行

った後においては、当該見直し後の利率） 

借入先の融資条件による。但し、企業

財政その他の都合により繰上償還又

は、低利に借り換えることができる。 

（一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 （１） 営業費用及び営業外費用の間の流用 
 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の

金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 
（１） 職員給与費            ３７，６３５千円 
（他会計からの繰入金） 

第９条 岡垣町一般会計予算からこの会計へ繰入を受ける金額は、１２９，９９１千円とする。 
 
 
 

    令和５年 ３月 １日提出 
 
 

                               岡垣町長  門 司 晋 
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１　総　　　括 （単位：千円）

比　　較 78 336

合　計 0

前 年 度 600

336

　※　職員数は常勤職員（会計年度任用職員を除く）の合計数、（　）は短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）
      の合計数を示す

職

員

手

当

の

内

訳

区　　分
扶  養

手  当

住  居

手  当

△ 92

報　酬

0

0

0

0

755 3,115

(0)
0

626 1,557 2,183 562 2,745

地  域

手  当

管理職

手　当

管理職
員特別
勤  務
手　当

時間外
勤  務
手  当

通  勤

手  当

期  末
勤  勉
手  当

児  童

手  当

退　職

給付費

(0)
0

　　　             　　　　　　　　　　　　                                    （単位：千円）

本 年 度 678 1,635

資本勘定
支弁職員

(0)
0

比
較

損益勘定
支弁職員

(0)
0

626 1,557 2,183

資本勘定
支弁職員

(0)
0

合　計

32,248 5,387 37,635

損益勘定
支弁職員

(0)
0

18,212 14,036 32,248 5,387 37,635

(0)
0

17,586 12,479 30,065 4,825 34,890
損益勘定
支弁職員

1,490

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　　　　分
法　  定
福 利 費

合　計 備　考
特別職
(人)

給　料 手　当 計

職　　員　　数 給　　　与　　　費

本
年
度

資本勘定
支弁職員

(0)
0

合　計
(0)
0

18,212 14,036

(0)
0

17,586 12,479 30,065

前
年
度

1,727 208 6,074

△ 35 △ 394

一般職
(人)
(0)
5

(0)
0

(0)
5

(0)
5

(0)
0

(0)
5

(0)
0

(0)
0

382 7,564 720

4,825 34,890

562 2,745

2,721

174
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　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

計

本
年
度

損益勘定
支弁職員

(0)
0

18,212 14,036 32,248

区　　　　分
法　  定
福 利 費

合　計 備　考
特別職
(人)

報　酬 給　料 手　当

5,387 37,635

資本勘定
支弁職員

(0)
0

合　計
(0)
0

18,212 14,036 32,248 5,387 37,635

前
年
度

損益勘定
支弁職員

(0)
0

17,586 12,479 30,065 4,825 34,890

4,825 34,890

資本勘定
支弁職員

(0)
0

比
較

損益勘定
支弁職員

(0)
0

626 1,557 2,183

合　計
(0)
0

17,586 12,479 30,065

562 2,745

資本勘定
支弁職員

(0)
0

合　計
(0)
0

626 1,557 2,183 562 2,745

　※　職員数は常勤職員の合計数、（　）は短時間勤務職員の合計数を示す

職

員

手

当

の

内

訳

区　　分
扶  養

手  当

住  居

手  当

本 年 度 678

比　　較 78 336

児  童

手  当

退　職

給付費

720

前 年 度 600

336

174

7,564

6,074

1,490

地  域

手  当

管理職

手　当

管理職
員特別
勤  務
手　当

時間外
勤  務
手  当

通  勤

手  当

期  末
勤  勉
手  当

給　　　与　　　費職　　員　　数

755

△ 35

2,721

3,115

△ 394

一般職
(人)
(0)
5

(0)
0

(0)
5

(0)
5

(0)
0

(0)
5

(0)
0

(0)
0

(0)
0

　　　　　　　　　 　　　　　             　　　　　　　　　　　         （単位：千円）

1,635

1,727

△ 92

382

208
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　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

　　　　　　　　　 　　　　　　           　　　　　　　　（単位：千円）

  

本
年
度

損益勘定
支弁職員

0

区　　　　分
法　  定
福 利 費

合　計 備　考
特別職
（人）

報　酬 給　料 手　当

0

資本勘定
支弁職員

合　計

前
年
度

損益勘定
支弁職員

0 0

0

資本勘定
支弁職員

比
較

損益勘定
支弁職員

0 0

合　計 0 0

0

資本勘定
支弁職員

合　計 0 0 0

退　職

給付費

職

員

手

当

の

内

訳

区　　分
地  域

手  当

時間外
勤  務
手  当

本 年 度

比　　較

前 年 度

職　　員　　数 給　　　与　　　費

一般職
（人）

計

通  勤

手  当

期　末

手  当
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２　給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

３　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当り給与

　※　再任用短時間勤務職員及び任期付職員、会計年度任用職員を除く

イ　初　任　給

高校卒 158,900 151,900 158,900 151,900

大学卒 185,200 185,200

区　分 一般行政職(円） 単純労務職(円）
一般会計の制度

一般行政職(円） 単純労務職(円）

令和4年4月1日現在 平均給与月額(円） 333,787 

平均年齢（歳） 37.6

平均年齢（歳） 38.6

一般行政職 単純労務職

その他の増減分 295

令和5年4月1日現在 平均給与月額(円） 352,420 

区　　　　　　　分

職員手当 1,557

制度改正に伴う増減分 1,262

昇給によるもの　　                   261
扶養親族の異動等によるもの　　　 　   34

平均給料月額(円） 291,560 

平均給料月額(円） 301,920 

昇給に伴う増加分 584 平均昇給率　                       2.120%

勤勉手当の支給月数の改定によるもの 1,262

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　明 備　考

給　料 626

給与改定に伴う増減分 42 給与表の改定によるもの　　　　　　　　42

その他の増減分
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ウ　級別職員数　

　※　任期付職員、会計年度任用職員を除く
　※　（　）は再任用職員数を示す

(0)
0 0.0

計
(0) (0)
5 100.0

2 40.0

2　級
(0) (0)
1 20.0

0 0.0

4　級
(0) (0)
2 40.0

0 0.0

5 100.0

0 0.0

計
(0) (0)

1　級
(0) (0)

令和4年4月1日現在

6　級
(0) (0)

令和5年4月1日現在

5　級
(0) (0)

3　級
(0) (0)

1　級
(0)

2　級
(0) (0)
1 20.0

3　級
(0) (0)
1 20.0

0 0.0

4　級
(0) (0)
3 60.0

区　　　分
一　般　行　政　職 単　純　労　務　職

級 職員数(人） 構成比(％) 級 職員数(人） 構成比(％)

0 0.0

5　級
(0) (0)

6　級
(0) (0)
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単　純　労　務　職

単　純　労　務　職

区　　　　分 3　　級 2　　級 1　　級

（級別の基準となる職務）

一　般　行　政　職 主査、主任
特に高度な知識又は経験を必要と
する業務を行う主事、技師

主事、技師、
主事補、技師補

区　　　　分 6　　級 5　　級 4　　級

一　般　行　政　職 課長、参事、主幹
課長、課長補佐、

参事、主幹
係長、統括主査
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エ　昇給

　※　再任用職員及び任期付職員、会計年度任用職員を除く

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （ ％ ） 100.0 100.0

5 号 給 （ 人 ） 1 1

6 号 給 （ 人 ）

5 号 給 （ 人 ） 2 2

4 号 給 （ 人 ） 3 3

3 号 給 （ 人 ）

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （ ％ ） 100.0 100.0

昇 給 に 係 る 職 員 数 （ Ｂ ） ( 人 ） 5 5

前

年

度

職 員 数 （ Ａ ） （ 人 ） 5 5

号 給 数 別 内 訳

2 号 給 （ 人 ）

4 号 給 （ 人 ） 4 4

3 号 給 （ 人 ）

区　　　　　　分 合　　　計

代　表　的　な　職　種

一般行政職 単純労務職

本

年

度

職 員 数 （ Ａ ） （ 人 ） 5 5

6 号 給 （ 人 ）

昇 給 に 係 る 職 員 数 （ Ｂ ） ( 人 ） 5 5

号 給 数 別 内 訳

2 号 給 （ 人 ）
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オ　期末手当、勤勉手当　

　※　任期付職員、会計年度任用職員を除く

　※　（　）は再任用職員の支給率を示す

4.400

2.150 2.150 4.300

(2.250)
有

(2.300)
有一般会計の制度

(1.150) (1.150)

前年度
(1.125) (1.125)

2.200 2.200

2.200 2.200 4.400

区　　　分
支　給　期　別　支　給　月　数

支給月数計
（月分）

 職制上の段階、職務の級等
による加算措置

備　考
6月（月分） 12月（月分）

本年度
(1.150) (1.150) (2.300)

有
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　

キ　特殊勤務手当　

ク　その他の手当　

住　　居　　手　　当 同　　　　　　　じ

通　　勤　　手　　当 同　　　　　　　じ

扶　　養　　手　　当 同　　　　　　　じ

給料総額に対する比率（％） 0 0 0

支給対象職員数の比率（％）
（令和5年4月1日現在）

0 0 0

代表的な特殊勤務手当の名称 なし

区　　　　　　　分 一般会計の制度との異同 差　異　の　内　容

区　　　　　　　分 全職種
代　表　的　な　職　種

一般行政職 単純労務職

一般会計の
制　　　度
(支給率等)

24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期
退職特例措
置(1年につ
き2％加算)

備　考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期
退職特例措
置(1年につ
き2％加算)

区　分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の
加算措置等
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注 記 
 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 １ 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

・減価償却の方法     定額法及び定率法による。 

・主な耐用年数 

建物            １０～５０年 

構築物           １０～６０年 

機械及び装置        １０～２０年 

車両及び運搬具        ４～ ６年 

工具、器具及び備品      ２～１３年 
 

（２）無形固定資産 

・減価償却の方法     定額法による。 

・主な耐用年数 

施設利用権          ５～１５年 

電話加入権            ２０年 

 

２ 引当金の計上方法 

（１）退職給付引当金 

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。 
 

（２）賞与等引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当と同手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に

属する額を計上している。 
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（３）貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。 

 

３ 消費税及び地方消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。 

 

Ⅱ．予定貸借対照表等関連 

 １ 貸倒引当金の取り崩し 

令和４年度において、下水道使用料の不納欠損による損失に係るものとして貸倒引当金４９４，２００円を取り崩した。 

令和５年度において、下水道使用料の不納欠損による損失に係るものとして貸倒引当金１０８，５００円を取り崩した。 

 ２ 退職給付引当金の取り崩し 

    令和４年度において、退職手当として５７４，７３３円を支給するため、退職給付引当金５７４，７３３円を取り崩した。 

３ 賞与等引当金の取り崩し 

令和４年度において、期末手当・勤勉手当の支給及び同手当に係る法定福利費の支出をするため、賞与等引当金３，２３８，０００円を

取り崩した。 

令和５年度において、期末手当・勤勉手当の支給及び同手当に係る法定福利費の支出をするため、賞与等引当金２，６７６，０００円を

取り崩した。 

４ 企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると

見込まれる額は、令和４年度においては２，０３２，６２７，０８４円で、令和５年度においては１，９５１，９１９，０８０円である。 
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